
- 117 -

第７章 離島地域の対策
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【現状・課題】

全国平均よりも早く高齢化が進んでいる本県の中でも、離島地域の高齢化が顕著であり、平成 27 年 10
月の国勢調査では、全ての離島圏域で高齢化率が 30%を越えており、中には 45%を超える町もあるなど、全
国平均の 26.6%と比べ高い水準にあります。また、今後も高齢化は進んでいくことが予想されており、令
和 7年には 44.6%に達すると見込まれています。（表 1、表 2）

（単位：人、％）

全国
（千人）

長崎県
（全体）

長崎
佐世保
県北

県央 県南 五島 上五島 壱岐 対馬

総人口 127,095 1,377,187 530,551 324,294 268,091 136,086 37,327 22,278 27,103 31,457

40歳以上 77,215 864,547 327,323 201,545 160,550 91,892 26,961 16,632 18,212 21,432

65歳以上 33,465 404,686 149,523 96,900 70,022 45,655 13,710 8,586 9,615 10,675

（高齢化率） (26.6) (29.6) (28.6) (30.0) (26.2) (33.6) (36.8) (38.6) (35.5) (33.9)

75歳以上 16,126 212,587 76,285 50,721 35,439 25,914 8,003 4,968 5,440 5,817

(12.8) (15.6) (14.6) (15.7) (13.2) (19.1) (21.5) (22.3) (20.1) (18.5)

85歳以上 4,887 71,063 24,959 17,125 11,699 9,118 2,818 1,657 1,941 1,746

(3.9) (5.2) (4.8) (5.3) (4.4) (6.7) (7.6) (7.4) (7.2) (5.6)

注）高齢化率：総人口に対する65歳以上人口の占める割合 出典：平成27年国勢調査

老人福祉圏域

表１　本県の圏域別・年齢構成別人口（再掲）

要介護（支援）者は、令和 2 年 4 月 30 日現在で、離島振興法で指定された 51 島のうち、44 島に 9,907
人おられ、在宅・施設・地域密着型それぞれ一定の介護サービスを利用されています。

介護サービス基盤は、圏域毎にみれば施設サービスを中心に比較的充実している状況です。（表 3）

しかしながら、特に二次離島等では、人口規模及び地理的な不利条件から、介護サービス事業者の参入
が難しいため、島内で利用できるサービスが限られており、入所施設の利用に際し、島外への転出を余儀
なくされる状況があります。また、在宅サービスの場合でも、島内に介護サービス事業所がない場合は、
島外事業所が渡航のうえサービスを提供するか、あるいは、利用者が本島まで渡航してサービスを受けざ
るを得ない状況にあります。

また、通所リハビリテーションや短期入所生活介護などのサービスについては、一定のニーズがあって
も、提供する事業所がなく、供給が困難な状況があります。

加えて、離島における介護サービスの状況等について県が行った調査からは、そもそも介護保険で提供
されるサービスについて十分な理解が進んでいるとは言えない状況が伺えます。

（単位：人、％）

総人口 127,095 1,377,187 118,165 31,457 27,103 37,327 2,560 19,718

65歳以上 33,465 404,686 42,586 10,675 9,615 13,710 1,169 7,417

（高齢化率） (26.6) (29.6) (36.0) (33.9) (35.5) (36.8) (45.7) (37.6)

総人口 122,544 1,257,939 94,933 24,876 22,644 30,483 1,913 15,017

65歳以上 36,771 442,395 42,314 10,731 9,203 14,014 1,086 7,280

（高齢化率） (30.0) (35.2) (44.6) (43.1) (40.6) (46.0) (56.8) (48.5)

対馬市全国
（千人）

長崎県
（全体）

壱岐市
離島市町

合計
新上五島町

H27

R7
推計

出典：平成27年は国勢調査、令和7年は平成27年国勢調査を基にした国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30年3月推計）」

小値賀町

表２　離島市町別の高齢化率

五島市
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表３　介護保険施設等の６５歳以上人口千人あたりの定員数

定員数
（人）

千人
あたり

定員数
（人）

千人
あたり

定員数
（人）

千人
あたり

定員数
（人）

千人
あたり

定員数
（人）

千人
あたり

定員数
（人）

千人
あたり

定員数
（人）

千人
あたり

長崎圏域 149,523 2,057 13.8 1,680 11.2 107 0.7 0 0.0 1,425 9.5 484 3.2 5,753 38.5

佐世保
県北圏域

96,900 1,658 17.1 1,165 12.0 133 1.4 131 1.4 1,236 12.8 184 1.9 4,507 46.5

県央圏域 70,022 814 11.6 680 9.7 104 1.5 100 1.4 731 10.4 199 2.8 2,628 37.5

県南圏域 45,655 813 17.8 617 13.5 128 2.8 0 0.0 962 21.1 203 4.4 2,723 59.6

五島圏域 13,710 346 25.2 200 14.6 0 0.0 0 0.0 294 21.4 0 0.0 840 61.3

上五島圏域 8,586 255 29.7 160 18.6 0 0.0 0 0.0 90 10.5 0 0.0 505 58.8

壱岐圏域 9,615 220 22.9 166 17.3 0 0.0 0 0.0 18 1.9 0 0.0 404 42.0

対馬圏域 10,675 280 26.2 160 15.0 0 0.0 0 0.0 81 7.6 0 0.0 521 48.8

県計 404,686 6,443 15.9 4,828 11.9 472 1.2 231 0.6 4,837 12.0 1,070 2.6 17,881 44.2

65歳以上人口は平成27年10月、定員数は令和元年12月現在（長崎市、佐世保市は令和2年4月現在）

地域密着型
介護老人福祉

施設
計

65歳以上
人口（人）

圏域

介護老人
福祉施設

介護老人
保健施設

介護療養型
医療施設

認知症高齢者
グループホーム

介護医療院

このような中、現状では、離島地域における介護サービスの充実を図るため、以下の制度を活用した取
組が進められています。

① サービス確保が困難な離島等の特例

指定サービス事業者の要件（法人格、人員基準、設備・運営基準）の一部を満たしていない事業
者のうち、一定水準を満たすサービス提供を行う事業者について、「基準該当サービス」として
保険給付の対象とすることができる制度。さらに、「基準該当サービス」の確保が著しく困難な
離島等の地域では、市町が必要と認める場合、居宅サービス・介護予防サービスに相当するもの
を保険給付の対象とすることができる制度（基準相当サービス）。

② 離島等の特別地域加算

サービス確保の観点から、離島等一定の地域に所在する事業所が行う訪問介護、訪問入浴介護、
訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について、原則サービス費用の 15%を特別地域加
算として加算する制度。

③ 離島等地域加算における利用者負担軽減措置

社会福祉法人等が提供する訪問介護及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用した場合に、
10%の利用者負担を 9%とし、その差額の 1/2 について助成する制度。

④ 離島における介護人材確保事業

地域医療介護総合確保基金を活用して、研修機会に限りがある離島地域において、介護職の確保
や、地域住民に生活援助を中心とした知識等を習得してもらうために、市町が地域住民に対して
基礎的な研修を行うにあたっての経費等を補助する制度。

⑤ 離島等サービス確保対策事業

離島等地域の実情を踏まえたサービス確保のため、離島等におけるホームヘルパー養成等、人材
の確保対策に重点をおき、具体的な方策・事業の検討や試行的事業を実施する制度。

本県では、離島サービス確保対策検討委員会を設置し、有識者を交えながら、関係市町とともに
具体的な方策を検討しています。

また、二次離島等における介護サービスの利用を支援するため、離島市町の多くで利用者や事業
者に対して渡航費の助成を行っていますが、平成 27 年度の介護保険制度の改正に伴い、地域支
援事業の対象外となったことから、市町の財政負担が大きくなっています。
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【推進方策】

○今後、離島地域において、安定した介護サービスを確保していくためには、本土並みの介護サービス
提供体制が整えられるよう事業者への支援や、介護サービスの利用において、離島地域に住んでいる
が故に生じている利用者負担増分の解消が必要であることから、引き続き、離島サービス確保対策検
討委員会において、具体的な方策等について関係市町と一緒に検討を進め、必要な対策を実施してい
きます。

○また、特に二次離島においては、介護保険で提供されるサービスについての理解促進を図った上で、
更なるニーズの把握に努めていきます。

○さらに、既存の制度を活用しても県や市町だけでは解決が難しい問題や、利用者が介護サービスを利
用するにあたり必要となる渡航費助成や事業者が離島地域へ介護サービス提供するが故に負担増とな
っている経費への助成については、国に対し働きかけを行っていきます。

○介護人材の確保については、県内 8 圏域（うち、離島 4 圏域）に設置している介護人材育成・確保対
策地域連絡協議会において、各地域における介護人材の現状や課題に対する情報共有、地域の実情に
応じた課題解決のための対策の検討や取組を進めます。

○また、超高齢社会を迎えた離島地域をモデルとした生産性向上や介護ロボット等の導入などの施策を
集中投下し、介護人材の育成、確保、定着の取組を進めます。


